
名張市体育施設有料広告掲載取扱基準 

 

（目的） 

第１条 この取扱基準は、名張市有料広告事業実施要綱 (以下 「要綱」という。)

に基づき、市が所有又は管理する体育施設に掲示を認める広告の取り扱いに関する

基準を定める。 

 

（広告の掲載施設等） 

第２条 広告の掲載施設、掲載位置、枠数及び規格は、別表第１のとおりとする。な 

お、広告の掲載においては、要綱のほか、関係法令に基づき、適正に行うものとす 

る。 

  

（広告の掲載方法） 

第３条 広告の掲載方法は、体育施設への固定又は貼付によるものとする。 

２ 体育施設への固定方法は、利用者等の安全確保に配慮したものとする。 

 

（広告の掲載期間） 

第４条 広告の掲載期間は、１ヵ月単位とし、連続する広告の掲載期間は、年度末ま

での最長１２ヵ月とする。ただし、再掲載を妨げない。なお、広告の掲載を延長す

る場合は、要綱第６条に基づき、広告の掲載期間満了日の３０日前までに申し出る

ものとする。また、広告の掲載期間が満了した場合は、撤去作業を広告主の責任に

おいて速やかに行うものとする。 

 

（広告掲載料） 

第５条 広告掲載料は、別表第２に定める額（消費税及び地方消費税を含む）とす

る。 

 

（広告掲載料の納入） 

第６条 広告掲載料の納入は、広告掲載期間に係る掲載料の総額を一括納入するもの

とする。 

 

（広告の申し込み） 

第７条 広告の申し込みは、要綱第６条に基づき、次の資料を添付するものとする。 

（１）広告の原稿（Ａ４規格に縮小したもの） 

（２）法人又は団体の概要がわかる書類（企業のパンフレットやホームページに掲

載している企業概要をプリントしたものなど） 



（費用負担等） 

第８条 広告の作成、掲載、維持管理及び撤去作業等は、広告主の責任において行

い、その費用は広告主の負担とする。 

２ 広告掲載期間内に広告の破損等が生じた場合は、広告主において原状回復するも

のとする。 

３ 広告の撤去作業により広告掲載箇所に損傷等が生じた場合は、広告主の責任にお

いて原状回復するものとする。 

 

（広告の禁止表現） 

第９条 広告は、要綱第２条各号に定めるもののほか、色彩、意匠その他デザイン等

が次の何れにも該当しない場合に限り掲載することができる。 

（１）体育施設利用上の安全を阻害するおそれのあるもの 

（２）体育施設として調和を損なうもの 

（３）その他広告の表現として適当でないと市が認めるもの 

 

附則 

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表第１(第２条関係) 

施設名 掲載位置 枠数 規格(縦×横) 

名張市総合体育館 アリーナ ４３枠 １５０cm×２００cm 

※なお、掲載枠数は、必要に応じ、随時変更できることとする。 

 

別表第２(第５条関係) 

施設名 掲載期間 
掲載料金 

（１枠あたり） 
備考 

名張市総合体育館 １ヵ月 ５，０００円 

連続する広告の掲載期間は、

年度末までの最長１２ヵ月と

する。ただし、再掲載を妨げ

ない。 

※１年（１２ヵ月）を連続して申込む事業者は、１ヵ月分（５，０００円）を減額と

する。 


